
       

が
送
付

 

 

国
民
年
金
保
険
料

社
会
保
険
料

控
除
の
一

年
の
課
税
所
得

か
ら
差
し
引

所
得
税

や
住
民
税
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
が

 

 

控
除
の
対
象

年
に
納
め
た

保
険
料
の
全
額

過
去
の
年
度
分
や

追
納
さ
れ
た
保
険
料
も
控
除
の
対
象
に

 

 

控
除
の
適
用
を
受

年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際

日
本

年
金
機
構
か
ら
送
付

社
会
保

は
領
収
書
を
添
付
す
る
必
要
が

大
切
に
保
管
し
て
く

 

 

令
和
６
年
分
控
除
証
明
書
の
送
付
時

期
は
次

 

                      

●
年
末
調
整
を
行
う
方
へ 

 

勤
務
先
で
年
末
調
整
を
行
う
方

の
保
険
料
控
除
申
告

に
必
要
事
項
を
記
載
の

先
に
控
除
証
明
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ

 

●
確
定
申
告
を
行
う
方
へ 

自
営
業
者
や
年
末
調
整
を
行
わ
な
い

方

確
定
申
告
で
国
民
年
金
保
険
料

控
除
を
申
請

 

な

 

 

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
て
確
定
申
告

を
し
て
い
る
方

控
除
証
明
書
の
電

子
送
付
の
利
用
が
便
利

郵
送
よ

り
も
早
く
受
け
取

簡

単
に
確
定
申
告
を
す
る
こ
と
が
可
能
に

 に
ロ
グ
イ
ン

電
子
送
付

希
望
の
登
録
を
行

タ
ル
の
お
知
ら
せ
で
電
子
版
の
控
除
証

明
書
を
受
け
取

 
 

電
子
送
付
の
登
録
を
し
た

場
合

控
除
証
明
書
が
郵
送
さ
れ
な

く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意

 

 

◆
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
て 

い
な
い
期
間
が
あ
る
場
合 

 

保
険
料
を
納
付
し
て
い
な
い
期
間

が
あ
る
場
合

手
元
の
納
付
書
で

納
付

 

納
付
書
が
な
い
場
合

再
発
行
が

可
能

最
寄
り
の
年
金
事
務

所
に
連
絡

 

◆
年
金
事
務
所
へ
の
年
金
相
談
や

手
続
の
際

事
前
予
約
を 

日
本
年
金
機
構
の
全
国
の
年
金
事
務

所

年
金
相
談
や
各
種
手
続
に
つ

事
前
予
約
が
可
能

待
ち

時
間
の
少
な
い
予
約
相
談
を
ぜ
ひ
ご
利

用

 

①
予
約

相
談
希
望
日
の
１
か
月
前

か
ら
前
日
ま
で
受
付

 

②
予
約
の
際

基
礎
年
金
番
号
が
分

基
礎
年
金
番
号
通
知
書

や用
意

全
国
共
通
の
予
約
専
用
受

―
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４
８
９

は
旭
川
年
金
事
務
所
に
お
申

込

 

 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

住
民
課
戸
籍
年
金
医
療

 

☎
26―

９
０
２
６ 

日
本
年
金
機
構 

旭
川
年
金
事
務
所 

☎
０
１
６
６―

25―

５
６
０
６ 

対象者 送付方法 送付時期

郵送
令和６年10月下旬から11月上旬に
かけて順次送付

電子送付
（確定申告用）

令和６年10月中旬から下旬にかけ
て順次送付

郵送 令和７年２月上旬

電子送付
（確定申告用）

令和７年１月下旬

令和６年分控除証明書の送付時期

令和６年１月１日から令和６年９月30
日までの間に保険料を納付された方

令和６年10月１日から令和６年12月31
日までの間に保険料を納付された方


